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(57)【要約】
　ワイヤレス通信ネットワークにおいて測位基準信号を
ブラインドで決定するための方法が、入力信号の各サブ
フレームの所定のロケーションからＰＲＳエネルギーを
推定することによって、測位基準信号（ＰＲＳ）ネット
ワーク構成を決定する。そのような方法はまた、推定さ
れたＰＲＳエネルギーに基づいてＰＲＳパラメータをブ
ラインド検出することを含み得る。ＰＲＳエネルギーは
、深い探索または確認のためのピークエネルギー応答で
あり得る。ＰＲＳエネルギーは、浅い探索に対する信号
と信号プラス雑音との比であり得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測位基準信号（ＰＲＳ）ネットワーク構成を決定するための方法であって、
　入力信号の各サブフレームの所定のロケーションからＰＲＳエネルギーを推定すること
と、
　前記推定されたＰＲＳエネルギーに少なくとも部分的に基づいてＰＲＳパラメータをブ
ラインド検出することと、
を備える方法。
【請求項２】
　前記ＰＲＳエネルギーはＰＲＳピークエネルギー応答を備える、請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　前記ＰＲＳピークエネルギー応答を推定することは、複数の周波数トーンにわたってピ
ークエネルギー応答を観測することを備え、
　ＰＲＳパラメータをブラインド検出することは、前記観測に少なくとも部分的に基づい
てＰＲＳ帯域幅パラメータを決定することを備える、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＰＲＳピークエネルギー応答を推定することは、
　無線フレーム内で、しきい値を超えるピークエネルギー応答を有する第１のサブフレー
ムを観測することを備え、
　ＰＲＳパラメータをブラインド検出することは、前記観測に少なくとも部分的に基づい
てＰＲＳオケージョンの開始に関するサブフレームオフセットパラメータを決定すること
を備える、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＰＲＳピークエネルギー応答を推定することは、無線フレーム内で、しきい値を超
えるピークエネルギー応答を有する第１のサブフレームを観測することを備え、
　ＰＲＳパラメータをブラインド検出することは、
　前記第１のサブフレームの後に、前記観測に少なくとも部分的に基づいて、前記しきい
値を超えるピークエネルギー応答を有する連続するサブフレームの数を決定することと、
　前記決定することに少なくとも部分的に基づいて、ＰＲＳオケージョンにおける連続す
るサブフレームの数に対するＰＲＳパラメータを設定することと、
を備える、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　ＰＲＳパラメータをブラインド検出することは、
　複数回、無線フレームを走査することと、
前記無線フレームの各サブフレームにおけるＰＲＳ信号の有無を決定することと、
　前記複数回の走査の多数値に少なくとも部分的に基づいて、各サブフレームに値を割り
当てることと、
　各サブフレームごとに、前記割り当てられた値に少なくとも部分的に基づいてミューテ
ィングパターンを決定することと、
を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＰＲＳエネルギーは、ＰＲＳの信号と信号プラス雑音との比を備える、請求項１に
記載の方法。
【請求項８】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　複数のロケーションから信号を受信するように構成された受信機と、
　　入力信号の各サブフレームの所定のロケーションにおけるＰＲＳエネルギーを推定し
、
　　前記推定されたＰＲＳエネルギーに少なくとも部分的に基づいてＰＲＳパラメータを
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ブラインド検出する
　ように構成された少なくとも１つのプロセッサと、
を備える装置。
【請求項９】
　前記ＰＲＳエネルギーは、ＰＲＳピークエネルギー応答を備える、請求項８に記載の装
置。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　複数の周波数トーンにわたってピークエネルギー応答を観測し、
　前記観測に少なくとも部分的に基づいてＰＲＳ帯域幅パラメータを決定するようにさら
に構成される、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　無線フレーム内で、しきい値を超えるピークエネルギー応答を有する第１のサブフレー
ムを観測し、
　前記観測に少なくとも部分的に基づいてＰＲＳオケージョンの開始に関するサブフレー
ムオフセットパラメータを決定するようにさらに構成される、請求項９に記載の装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　無線フレーム内で、しきい値を超えるピークエネルギー応答を有する第１のサブフレー
ムを観測し、
　前記第１のサブフレームの後に、前記観測に少なくとも部分的に基づいて、前記しきい
値を超えるピークエネルギー応答を有する連続するサブフレームの数を決定し、
　前記決定することに少なくとも部分的に基づいて、ＰＲＳオケージョンにおける連続す
るサブフレームの数に対するＰＲＳパラメータを設定するようにさらに構成される、請求
項９に記載の装置。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　複数回、無線フレームを走査し、
　前記無線フレームの各サブフレームにおけるＰＲＳ信号の有無を決定し、
　前記複数回の走査の多数値に少なくとも部分的に基づいて、各サブフレームに値を割り
当て、
　各サブフレームごとに、前記割り当てられた値に少なくとも部分的に基づいてミューテ
ィングパターンを決定するようにさらに構成される、請求項８に記載の装置。
【請求項１４】
　前記ＰＲＳエネルギーは、ＰＲＳの信号と信号プラス雑音との比を備える、請求項８に
記載の装置。
【請求項１５】
　コンピュータプログラム製品であって、
　プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、
前記プログラムコードは、
　入力信号の各サブフレームの所定のロケーションにおけるＰＲＳエネルギーを推定する
ためのプログラムコードと、
　前記推定されたＰＲＳエネルギーに少なくとも部分的に基づいてＰＲＳパラメータをブ
ラインド検出するためのプログラムコードと、
を備えるコンピュータプログラム製品。
【請求項１６】
　前記ＰＲＳエネルギーはＰＲＳピークエネルギー応答を備える、請求項１５に記載のプ
ログラム製品。
【請求項１７】
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　前記ＰＲＳエネルギーは、ＰＲＳの信号と信号プラス雑音との比を備える、請求項１５
に記載のプログラム製品。
【請求項１８】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　入力信号の各サブフレームの所定のロケーションにおけるＰＲＳエネルギーを推定する
ための手段と、
　前記推定されたＰＲＳエネルギーに少なくとも部分的に基づいてＰＲＳパラメータをブ
ラインド検出するための手段と、
を備える装置。
【請求項１９】
　前記ＰＲＳエネルギーは、ＰＲＳピークエネルギー応答を備える、請求項１８に記載の
装置。
【請求項２０】
　前記ＰＲＳエネルギーは、ＰＲＳの信号と信号プラス雑音との比を備える、請求項１８
に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　[0001]本開示は、開示の全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、Ａｒａｓｈ
　Ｍｉｒｂａｇｈｅｒｉらによる２０１３年９月７日出願の「ＢＬＩＮＤ　ＳＥＡＲＣＨ
　ＦＯＲ　ＮＥＴＷＯＲＫ　ＰＯＳＩＴＩＯＮＩＮＧ　ＲＥＦＥＲＥＮＣＥ　ＳＩＧＮＡ
Ｌ　（ＰＲＳ）　ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ　ＰＡＲＡＭＥＴＥＲＳ」と題する米国仮
特許出願第６１／８７４，９８５号の利益を主張する。
【０００２】
　[0002]本開示の態様は、概して、ワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、ワイ
ヤレス通信システム内の位置特定システムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレスネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、
ブロードキャスティング、位置特定サービス、および他の同様のワイヤレス通信サービス
などの様々な通信サービスを提供するために広く展開されている。これらのワイヤレスネ
ットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することによって複数のユーザを
サポートすることが可能な多元接続ネットワークであり得る。
【０００４】
　[0004]ワイヤレスネットワーク内では、モバイルデバイスの位置を特定するために、測
位および位置決定が広く用いられている。位置は、アプリケーションによって使用され得
るだけでなく、システム制御および信号分配のためにも使用され得る。衛星測位システム
（ＳＰＳ）（たとえば全地球測位システム（ＧＰＳ））を使用して位置を決定することは
、しばしば適切となるが、幾度となく、また特定のアプリケーションおよびシステム機能
に対し、ＳＰＳデータは不十分となる。たとえば、屋内にいるとき、衛星信号が利用可能
でないこともある。到達時間差（ＴＤＯＡ）、観測到達時間差（ＯＴＤＯＡ）、および他
のシステムなど、代替的な測位解決策が、そのようなアプリケーションおよび機能に望ま
しくなり得る。
【発明の概要】
【０００５】
　[0005]本開示の一態様は、測位基準信号（ＰＲＳ）ネットワーク構成を決定するための
方法を提供する。そのような方法は、入力信号の各サブフレームの所定のロケーションか
らＰＲＳエネルギーを推定することを含む。そのような方法はまた、推定されたＰＲＳエ
ネルギーに少なくとも部分的に基づいてＰＲＳパラメータをブラインド検出することを含
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む。
【０００６】
　[0006]本開示の別の態様によるワイヤレス通信用の装置は、複数のロケーションから信
号を受信するように構成された受信機を含む。そのような装置はまた、入力信号の各サブ
フレームの所定のロケーションにおけるＰＲＳエネルギーを推定するように、そしてその
推定されたＰＲＳエネルギーに少なくとも部分的に基づいてＰＲＳパラメータをブライン
ド検出するように構成された少なくとも１つのプロセッサを含む。
【０００７】
　[0007]本開示の別の態様によるコンピュータプログラム製品は、プログラムコードを記
録した非一時的コンピュータ可読媒体を含む。このプログラムコードは、入力信号の各サ
ブフレームの所定のロケーションにおけるＰＲＳエネルギーを推定するためのプログラム
コードを含む。また、推定されたＰＲＳエネルギーに少なくとも部分的に基づいてＰＲＳ
パラメータをブラインド検出するためのプログラムコードも存在する。
【０００８】
　[0008]本開示の別の態様によるワイヤレス通信用の装置は、入力信号の各サブフレーム
の所定のロケーションにおけるＰＲＳエネルギーを推定するための手段を含む。そのよう
な装置はまた、推定されたＰＲＳエネルギーに少なくとも部分的に基づいてＰＲＳパラメ
ータをブラインド検出するための手段を含む。
【０００９】
　[0009]ここでは、以下の発明を実施するための形態がより良く理解され得るように、本
開示の特徴および技術的利点についてやや広く概説した。以下で、本開示の追加の特徴お
よび利点について説明する。本開示は、本開示の同じ目的を遂行するための他の構造を修
正または設計するための基礎として容易に利用され得ることを、当業者は諒解されたい。
また、そのような等価な構成は、添付の特許請求の範囲に記載の本開示の教示から逸脱し
ないことを、当業者は諒解されたい。さらなる目的および利点とともに、本開示の編成と
動作の方法の両方に関して、本開示を特徴づけると考えられる新規の特徴は、添付の図に
関連して以下の説明を検討するとより良く理解されよう。ただし、図の各々は、例示およ
び説明のみの目的で与えたものであり、本開示の限界を定めるものではないことを明確に
理解されたい。
【００１０】
　[0010]本開示の特徴、特性、および利点は、全体を通じて同様の参照符号が同様のもの
を指す図面とともに、以下に記載する発明を実施するための形態を読めばより明らかにな
ろう。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】[0011]本開示の一態様による通信システムの概略図を示す図。
【図２】[0012]本明細書で議論する位置特定システムなどの通信システムにおいて使用さ
れるワイヤレスノードの例示的なハードウェア構成を示すブロック図。
【図３】[0013]本開示の一態様による、ノーマルサイクリックプレフィックスを用いた測
位基準信号（ＰＲＳ）のマッピングを示す図。
【図４】[0014]本開示の一態様による、拡張サイクリックプレフィックスを用いた測位基
準信号（ＰＲＳ）のマッピングを示す図。
【図５】[0015]ＰＲＳ検出用のサブフレーム内における候補シンボルのロケーションを示
す図。
【図６】[0016]本開示の一態様による、浅い探索の一例を示すフローチャート。
【図７】[0017]本開示の一態様による、深い探索の一例を示すフローチャート。
【図８】[0018]本開示の一態様による、確認モードを示すフローチャート。
【図９】[0019]本開示の一態様によるミューティングパターン決定の一例を示す図。
【図１０】[0020]本開示の一態様における、ＰＲＳトーンの特定の帯域幅に対するスペク
トルチャートを示す図。



(6) JP 2016-533130 A 2016.10.20

10

20

30

40

50

【図１１】[0021]位置特定システムを採用する装置に対するハードウェア実装形態の一例
を示すブロック図。
【図１２】[0022]本開示の様々な態様による方法を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　[0023]添付の図面に関して以下に記載する詳細な説明は、様々な構成を説明するもので
あり、本明細書で説明する概念が実施され得る唯一の構成を表すものではない。この詳細
な説明は、様々な概念の完全な理解をもたらすことを目的とした具体的な詳細を含んでい
る。しかしながら、これらの概念がこれらの特定の詳細なしに実施され得ることは、当業
者には明らかであろう。いくつかの例では、周知の構造および構成要素は、そのような概
念を不明瞭にすることを避けるために、ブロック図の形式で示されている。
【００１３】
　[0024]システム概要
　[0025]本開示の様々な態様は、モバイルデバイスによる周辺デバイスの位置特定および
接続のための技法を提供する。
【００１４】
　[0026]位置特定のための例示的なシステム１００が図１に示されている。位置特定およ
びタイミング信号１８ａ～ｎが１つまたは複数の衛星２０ａ～ｎから送信される。１つま
たは複数の衛星２０ａ～ｎから送信された位置特定およびタイミング信号１８ａ～ｎは、
第１の基地局、つまりｅＮｏｄｅＢ２１０（アクセスポイントとしても知られる）によっ
て受信され得る。ｅＮｏｄｅＢ２１０は、ｅＮｏｄｅ２１０のロケーション、ならびに衛
星の位置特定およびタイミング信号からの時間オフセットを決定し得る。ｅＮｏｄｅＢ２
１０は、共通の衛星システム時間に同期された１つまたは複数の位置特定信号２４を、ハ
ンドセットまたはユーザ機器（ＵＥ）２５０を含めた任意の台数の受信機および／または
トランシーバおよび／または端末に送信し得る。ユーザ機器２５０は、モバイルワイヤレ
ス通信システムを介して基地局（ｅＮｏｄｅＢ）２１０と通信するようにアクティブ化さ
れており、また、ユーザ機器２５０に含められた衛星位置システム（ＳＰＳ）テクノロジ
を使用して位置特定を確立しようとするユーザを有している。さらに、位置特定およびタ
イミング信号１８ａ～１８ｎは、直接ユーザ機器２５０で受信され得る。支援データおよ
びロケーション測定データなどのロケーション関連データが、ユーザ機器２５０との間で
ｅＮｏｄｅＢ２１０を介して構成アグリゲーション（ロケーション）サーバ２６へと送信
され得る。位置特定およびタイミング信号１８ａ～１８ｎは測位基準信号（ＰＲＳ）を含
む。
【００１５】
　[0027]図２は、各々が図１におけるワイヤレスノードのうちの１つとなり得るｅＮｏｄ
ｅＢ２１０およびユーザ機器（ＵＥ）２５０の設計のブロック図を示している。ワイヤレ
ス通信システム１００中のワイヤレスノードの各々は、ワイヤレス通信をサポートするた
めのワイヤレストランシーバと、ネットワークを介した通信を管理するためのコントロー
ラ機能とを含み得る。コントローラ機能は、１つまたは複数のデジタル処理デバイス内で
実装され得る。ワイヤレストランシーバは、ワイヤレスチャネルを介した信号の送信およ
び受信を可能にするための１つまたは複数のアンテナに結合され得る。
【００１６】
　[0028]一構成において、アクセスポイント（ｅＮｏｄｅＢ）２１０はアンテナ２３４（
２３４ａ、．．．、２３４ｔ）を装備され得、また２５０はアンテナ２５２（２５２ａ、
．．．、２５２ｒ）を装備され得る。信号は様々な周波数にて、あるフレームフォーマッ
トで送信され、各フレームは、用いられている送信方式に基づいてトーン、コマンド、お
よびデータの位置が特定されるデータのサブフレームを含んでいる。
【００１７】
　[0029]アクセスポイント２１０において、送信プロセッサ２１４は、データソース２１
２からデータを、そしてコントローラ／プロセッサ２４０から制御情報を受信し得る。送
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信プロセッサ２１４は、データと制御情報とを処理（たとえば、符号化およびシンボルマ
ッピング）して、それぞれデータシンボルと制御シンボルとを取得し得る。送信プロセッ
サ２１４はまた、基準シンボルとセル固有基準信号とを生成し得る。送信（ＴＸ）多入力
多出力（ＭＩＭＯ）プロセッサ２３０は、適用可能な場合、データシンボル、制御シンボ
ル、および／または基準シンボルに対して空間処理（たとえば、プリコーディング）を実
行し得、トランシーバ２３２（２３２ａ、．．．、２３２ｔ）に出力シンボルストリーム
を供給し得る。各トランシーバ２３２は、それぞれの出力シンボルストリームを処理して
出力サンプルストリームを取得し得る。各トランシーバ２３２はさらに、出力サンプルス
トリームを処理（たとえば、アナログへの変換、増幅、フィルタ処理、およびアップコン
バート）して送信信号を取得し得る。トランシーバ２３２からの信号は、それぞれリンク
上でアンテナ２３４（２３４ａ、．．．、２３４ｔ）を介して送信され得る。
【００１８】
　[0030]ユーザ機器２５０において、アンテナ２５２（２５２ａ、．．．、２５２ｒ）は
、アクセスポイント２１０から信号を受信し得、その受信信号をそれぞれトランシーバ２
５４（２５４ａ、．．．、２５４ｒ）に供給し得る。各トランシーバ２５４は、それぞれ
の受信信号を調整（たとえば、フィルタ処理、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル
化）して、入力サンプルを取得し得る。各トランシーバ２５４はさらに、入力サンプルを
処理して受信シンボルを取得し得る。ＭＩＭＯ検出器２５６は、すべてのトランシーバ２
５４から受信シンボルを取得し、適用可能な場合は受信シンボルに対してＭＩＭＯ検出を
実行し、検出シンボルを供給し得る。受信プロセッサ２５８は、検出シンボルを処理（た
とえば、復調、デインターリーブ、および復号）し、ユーザ機器２５０のための復号され
たデータをデータシンク２６０に供給し、復号された制御情報をコントローラ／プロセッ
サ２７０に供給し得る。
【００１９】
　[0031]ユーザ機器２５０から送信するとき、送信プロセッサ２６４は、データソース２
６２からデータを、そしてコントローラ／プロセッサ２７０から制御情報を受信し処理し
得る。送信プロセッサ２６４はまた、基準信号用の基準シンボルを生成し得る。送信プロ
セッサ２６４からのシンボルは、適用可能な場合はＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ２６６によ
ってプリコーディングされ、さらにトランシーバ２５４によって処理され、アクセスポイ
ント２１０に送信され得る。アクセスポイント２１０において、ユーザ機器２５０から受
信された信号は、アンテナ２３４によって受信され、トランシーバ２３２によって処理さ
れ、適用可能な場合はＭＩＭＯ検出器２３６によって検出され、さらに受信プロセッサ２
３８によって処理されて、ユーザ機器２５０によって送られた復号されたデータおよび制
御情報が取得され得る。受信プロセッサ２３８は、復号されたデータをデータシンク２３
９に、そして復号された制御情報をコントローラ／プロセッサ２４０に供給し得る。アク
セスポイント２１０は、たとえば、バックホールリンクを介して他の基地局にメッセージ
を送り得る。
【００２０】
　[0032]それぞれ、コントローラ／プロセッサ２４０はアクセスポイント２１０における
動作を指示し得、コントローラ／プロセッサ２７０はユーザ機器２５０における動作を指
示し得る。ユーザ機器２５０におけるコントローラ／プロセッサ２７０および／または他
のプロセッサならびにモジュールは、図６、７、および１０の方法フローチャートに示す
機能ブロック、および／または本明細書で説明する技法のための他のプロセスを実行する
かまたはその実行を指示し得る。メモリ２４２は、アクセスポイント２１０用のデータお
よびプログラムコードを記憶し得、メモリ２７２は、ユーザ機器２５０用のデータおよび
プログラムコードを記憶し得る。
【００２１】
　[0033]図示されたように、コントローラ／プロセッサ２７０およびメモリ２７２は、位
置特定およびタイミング信号１８ａ～ｎ（図１）と、位置特定データを含む基地局の位置
特定信号２４（図１）とを含む、位置特定データに関するデータおよび情報とともに、命
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令をユーザ機器２５０が受信、処理、記憶、および実行することを可能にする、様々な構
成要素を含み得る。
【００２２】
　[0034]ユーザ機器２５０の図２に示されたコントローラ／プロセッサ２７０は、本明細
書に記載された方法を実施するためのコンピュータ命令（本明細書では「命令」）のセッ
トを含む。本明細書に記載された方法を理解する際の助けとして、命令２９２は、概略的
に単独で図２に示される。命令は、様々な内部メモリ２７２に記憶されてもよく、あるい
はハードウェアに実装されてもよい。命令はまた、ユーザ機器２５０の外部、たとえば、
セキュアなイントラネット、インターネット、または基地局２２もしくはロケーションサ
ーバ２６に位置するコンピュータのコンピュータ処理システムに含まれてもよく、命令は
、そこからユーザ機器２５０に送信され得る。命令に関連するデータは、受信され、記憶
され、処理され、ユーザ機器２５０に送信され得るが、明確さを高めるために単一のユー
ザ機器（モバイルデバイスとも呼ばれる）２５０のみが示されている。命令に関連するデ
ータはまた、受信され、記憶され、処理され、複数のｅＮｏｄｅＢ２１０またはロケーシ
ョンサーバ２６に／から送信され得るが、明確さを高めるために単一の基地局／ｅＮｏｄ
ｅＢ２１０およびロケーションサーバ２６のみが図１に示されている。代替として、命令
に関連するデータはまた、受信され、記憶され、処理され、ネットワークに接続されたコ
ンピュータサーバに／から送信され得る。
【００２３】
　[0035]ユーザ機器２５０は、衛星測位システム（ＳＰＳ）受信機２９３を含み得るが、
この衛星測位システム受信機（ＳＰＳ）２９３は、トランシーバ／受信機２５４のうちの
１つまたは複数であってもよく、あるいは、ＳＰＳアンテナ２９５を介して衛星測位シス
テム（ＳＰＳ）信号１８を受信することが可能な別個の受信機２９３であってもよい。別
個の受信機２９３はＳＰＳ受信機であってもよい。別個の受信機２９３はまた、衛星測位
システム（ＳＰＳ）信号１８を全体的にまたは部分的に処理し、そのＳＰＳ信号１８を使
用してユーザ機器２５０のロケーションを決定し得る。いくつかの構成では、コントロー
ラ／プロセッサ２７０はまた、受信機２９３とともに、ＳＰＳ信号１８を全体的にもしく
は部分的に処理するため、および／またはユーザ機器２５０のロケーションを計算するた
めに利用され得る。ＳＰＳまたは他のロケーション信号の記憶は、メモリ２７２またはレ
ジスタにおいて行われ得る。
【００２４】
　[0036]いくつかの実装形態では、ユーザ機器２５０は、ＳＰＳ衛星２０からＳＰＳ信号
１８を受信し得る。いくつかの実施形態では、ＳＰＳ衛星２０は、ＧＰＳ衛星システムま
たはＧａｌｉｌｅｏ衛星システムなどの、１つのグローバルナビゲーション衛星システム
（ＧＮＳＳ）からのものであり得る。他の実施形態では、ＳＰＳ衛星２０は、限定はしな
いが、ＧＰＳ衛星システム、Ｇａｌｉｌｅｏ衛星システム、Ｇｌｏｎａｓｓ衛星システム
、またはＢｅｉｄｏｕ（Ｃｏｍｐａｓｓ）衛星システムなどの複数のＧＮＳＳからのもの
であり得る。モバイルデバイスはまた、ワイヤレス信号を介してワイヤレスネットワーク
基地局（ｅＮｏｄｅＢ）２１０と通信し得る。以下に説明するように、ユーザ機器２５０
は、ラップトップ、タブレット、モバイルフォン（たとえばスマートフォン）、ネットブ
ック、スマートブック、ウルトラブック、または他の好適なデバイスであり得る。
【００２５】
　[0037]モバイルデバイスによる検出は、測位と発見との２つのフェーズに分割され得る
が、これら２つのフェーズはいくつかの点で重複し得る。所望の周辺デバイスが識別され
ると、モバイルデバイスは周辺デバイスに接続することができ得る。
【００２６】
　[0038]モバイルデバイス（ユーザ機器２５０）は、ロケーション検出アルゴリズムを使
用して、そのロケーションを決定し得る。戸外では、全地球測位システム（ＧＰＳ）など
の地球位置決めシステムまたは他の方法が使用され得る。屋内では、Ｑｕａｌｃｏｍｍの
ＩＮＮＡＶなどの屋内測位アルゴリズムが使用され得る。さらなる位置特定は、Ｗｉ－Ｆ
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Ｐは、サービスセット識別子（ＳＳＩＤ）と媒体アクセス制御（ＭＡＣ）ＩＤとを含むビ
ーコンフレームをブロードキャストする。モバイルデバイスは、測距および三辺測量技法
を使用して、ＡＰからのその距離を推定することができ得る。ユーザ機器２５０はまた、
どのアクセスポイントを参照し得るかを決定することによって、位置プロファイルを識別
し得る。
【００２７】
　[0039]ユーザ機器２５０は次いで、いくつかの技法を使用して近くにある機器を決定し
得る。ビーコンベースの技法では、機器は測位情報を有する周期的なビーコンを送信し得
る。その測位情報は、（地球位置決めシステムまたは屋内ナビゲーションシステムなどに
おける）座標または他の位置情報であり得る。
【００２８】
　[0040]別の発見技法が、周辺デバイスから受信された信号に基づく近傍検出を使用する
場合がある。たとえば、ユーザ機器２５０は、周辺デバイスから受信された信号の強度に
よって、周辺デバイスへのその近接度を判定し得る。
【００２９】
　[0041]別の発見技法が、ロケーション情報を含む中央レポジトリまたはサーバ２６を使
用する場合がある。ユーザ機器２５０は、直接的にもしくはｅＮｏｄｅＢ２１０を介して
、中央レポジトリに問い合わせをし、それ自体のロケーションを与えるか、あるいは中央
レポジトリからロケーション情報を要求し得る。中央レポジトリからの情報はまた、ユー
ザ機器２５０のロケーションに対する指向性情報を含み得る。
【００３０】
　[0042]本開示は、ネットワーク（たとえばワイヤレス通信システム１００）において測
位基準信号（ＰＲＳ）構成パラメータをブラインド探索および検出する方法、装置、およ
びコンピュータプログラム製品について記述するものである。
【００３１】
　[0043]図３および４に示すように、ＰＲＳは、ＰＲＳ送信用に構成されたダウンリンク
サブフレーム内の特定のリソース要素においてのみ送信され得る。ＰＲＳは、アンテナポ
ート６などの特定のアンテナポートによってｅＮｏｄｅＢ２１０から送信され得る。図３
は、物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）アンテナの数に基づいてノーマルサイク
リックプレフィックス送信のためにＰＲＳに割り当てられたリソース要素を示している。
図４は、ＰＢＣＨアンテナの数に基づいて拡張サイクリックプレフィックス送信のために
ＰＲＳに割り当てられたリソース要素を示している。図３および図４におけるＰＲＳトー
ンの周波数オフセットは、物理セルＩＤ（ＰＣＩＤ）の値に依存する。
【００３２】
　[0044]ＰＲＳは次のように、スロット番号ｎsおよびセルＩＤ、
【００３３】
【数１】

【００３４】
に依存するシード初期設定を用いて疑似ランダムシーケンスでスクランブルされたＱＰＳ
Ｋ変調を使用し得る。
【００３５】
　[0045]
【００３６】
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【数２】

【００３７】
　[0046]このシードの公式は、セルＩＤ（すなわちＰＣＩＤ）、シンボル番号、およびス
ロット番号（プロセッサ２１４によって生成され得る）に依存するため、ネイバーセルの
ＰＲＳをサービングセルのＰＲＳと取り違えることは困難となる。ＰＲＳは、図２に示す
ダウンリンク信号のリソースブロック（ＲＢ）内のリソース要素（ＲＥ）にマッピングさ
れる。ｅＮｏｄｅＢ２１０は複数のセルを備え得る。ｅＮｏｄｅＢ２１０内の各セルはＰ
ＣＩＤを有し、それ自体のセル固有のＰＲＳ信号を有し得る。
【００３８】
　[0047]ＰＲＳの帯域幅は上位層によって構成され、ワイヤレス通信システムの帯域幅よ
りも狭くなり得る。ＰＲＳトーンは６回の周波数再利用を有し、この周波数再利用のオフ
セットは次の周波数偏移によって決定される。
【００３９】

【数３】

【００４０】
　[0048]第１の態様では、ｅＮｏｄｅＢ２１０のセルが、ＰＲＳ構成パラメータを直接、
ユーザ機器２５０に与え、それにより、ユーザ機器２５０は様々な信号の観測到達時間差
（ＯＴＤＯＡ）を決定して、ユーザ機器の位置（たとえば、経度、緯度、方向、およびｅ
ＮｏｄｅＢ２１０からの距離など）を決定する上でユーザ機器２５０を支援し得る。ユー
ザ機器は、ユーザ機器２５０の位置を決定するために、ＯＴＤＯＡ測定値を別個のコンピ
ュータまたは位置／ロケーションサーバ２６に送り得る。この態様は、ネットワークアシ
ストＯＴＤＯＡプロセスと呼ばれ得る。
【００４１】
　[0049]ユーザ機器２５０は、ＰＲＳ送信の１次構成パラメータを含んだＯＴＤＯＡ支援
データを備え付けられ得る。これらのパラメータには、ＰＲＳ帯域幅、ＰＲＳオケージョ
ンの開始のためのサブフレームオフセットおよびＰＲＳオケージョンの周期性（ＴPRS）
を伝えるＰＲＳ構成インデックス（ＩPRS）、連続するサブフレームの数（ＮPRS）、なら
びにＰＲＳミューティングパターンが含まれる。
【００４２】
　[0050]ワイヤレス通信システム１００を使用してＰＲＳパラメータをユーザ機器２５０
に送ることは、これらのパラメータがすべてのユーザ機器２５０に周期的に送られ、その
ため、各ユーザ機器２５０が、サーバ２６またはネットワークに頼ることなく、ユーザ機
器２５０の位置を認識し得ることを意味する。したがって、ユーザ機器２５０上で稼働す
るモバイル発信型の測位アプリケーションにおいて、ユーザ機器２５０が、ワイヤレス通
信システム１００からの支援データに頼ることなく、これらのパラメータをユーザ機器２
５０自体で決定することが望ましい。
【００４３】
　[0051]ユーザ機器２５０は、登録によってワイヤレス通信システム１００に参加すると
き、サイクリックプレフィックスタイプ（ＣＰ）および送信アンテナの数に関連するデー
タを与えられ得る。それに代わって、あるいはそれと連携して、ユーザ機器２５０は、通
常の復調手順によってこれらのパラメータを決定し得る。
【００４４】
　[0052]本開示は、１つまたは複数の探索モードを用いてＰＲＳ送信パラメータを決定し
得るものである。本開示の第１の態様は、浅い探索モードを含む。この浅い探索モードと
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は、ユーザ機器２５０が各サブフレームにおける各スロットの最後の２つのシンボルに対
してＰＲＳトーンの抽出およびデスクランブリングを実行する探索モードである。浅い探
索モードはその後、各トランシーバ２５４ごとにこれらの４元ベクトルを使用して、信号
／信号＋雑音（Ｓ／Ｓ＋Ｎ）の推定となり得る推定を実行する。
【００４５】
　[0053]浅い探索モード
　[0054]浅い探索モードは、最早到達経路（ＥＡＰ）の検出など、より複雑なＰＲＳ処理
に頼ることなく、各サブフレームごとにＰＲＳ信号／信号＋雑音との比（Ｓ／Ｓ＋Ｎ）を
推定し得るものである。
【００４６】
　[0055]本開示の浅い探索モードは、より複雑なアルゴリズムに頼らないため、ほぼリア
ルタイムで実行され得る。本開示の一態様では、浅い探索モードは、図５に示すシンボル
に対してＰＲＳシンボル処理を実行することを含み得る。上に記載したように、各サブフ
レームの最後の２つのシンボルが探索される。図５は、すべてのシンボル中の（標準的な
（通常の）サイクリックプレフィックスに対する）ＰＲＳロケーションを示す図３とは対
照的に、ＰＲＳロケーションの最後の２つのシンボルのみが探索されることを示している
。
【００４７】
　[0056]本開示の一態様では、浅い探索モードは、図５に示すシンボルに対してＰＲＳシ
ンボル処理を実行することを含み得る。上に記載したように、各サブフレームの最後の２
つのシンボルが探索される。図５は、すべてのシンボル中の（標準的な（通常の）サイク
リックプレフィックスに対する）ＰＲＳロケーションを示す図３とは対照的に、ＰＲＳロ
ケーションの最後の２つのシンボルのみが探索されることを示している。
【００４８】
　[0057]信号対雑音比（ＳＮＲ）推定を実行するために、ＰＲＳサブフレームにおける各
スロットの最後の２つのシンボルは、それぞれ
【００４９】
【数４】

【００５０】
、
【００５１】
【数５】

【００５２】
、
【００５３】
【数６】

【００５４】
、および
【００５５】
【数７】
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と表される周波数領域における４元ベクトルを形成すると見なされる。信号推定値は次の
ように取得される。
【００５７】
【数８】

【００５８】
上式でαおよびβはそれぞれ、
【００５９】
【数９】

【００６０】
、
【００６１】
【数１０】

【００６２】
、および
【００６３】
【数１１】

【００６４】
、
【００６５】
【数１２】

【００６６】
に適用されるスケーリング係数である。信号＋雑音の推定値は次のようにして取得される
。
【００６７】
【数１３】

【００６８】
ＳＮ推定のために、すべての４元ベクトル（
【００６９】
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【数１４】

【００７０】
、
【００７１】

【数１５】

【００７２】
、
【００７３】

【数１６】

【００７４】
、および
【００７５】
【数１７】

【００７６】
）が使用され得るが、信号Ｓの推定値と等価な処理利得を有するように、第１のベクトル
と最後のベクトルのみが使用される。上記の方程式を用いて、Ｓ／（Ｓ＋Ｎ）は次のよう
に推定され得る。
【００７７】

【数１８】

【００７８】
　上に公式化されるＳＮＲ推定の精度は、ベクトルの長さ（またはＰＲＳ帯域幅）に依存
する。各Ｒｘチェーンの各セルの各サブフレームからのＳ（複素数）およびＳＮ（実数）
メトリクスは、最後のサブフレームの最後に最終ＳＮＲメトリクスを形成するために記憶
される。
【００７９】
　浅い探索モードはまた、ＰＲＳ信号／信号＋雑音（Ｓ／Ｓ＋Ｎ）の処理を４元ベクトル
の出力に対して実行することを含み得る。浅い探索モードは、信号／信号＋雑音の結果を
読み出すことをさらに含み、瞬間Ｓ／（Ｓ＋Ｎ）値を計算し得る。この手順は、すべての
潜在的ＰＲＳ帯域幅、およびすべてのサブフレーム、およびすべての受信チェーンに対し
て反復される。
【００８０】
　[0058]深い探索モード
　[0059]本開示の別の態様では、「深い探索」モードと呼ばれ得る別の探索モードが用い
られ得る。この深い探索モードは、すべてのＰＲＳ処理が普通に行われる探索モードを指
し得る。深い探索モードは、すべてのＰＲＳシンボルの抽出と、Ｓ／Ｓ＋Ｎの推定と、ト
ーンの結合と、サブフレームの処理と、オケージョンの処理と、最終的なチャネルエネル
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ギー応答（ＣＥＲ）の取得と、それに対して最早到達経路（ＥＡＰ）検出アルゴリズムを
実行することとを含み得る。
【００８１】
　[0060]本開示の浅い探索モードの態様と比較して、深い探索モードは、より緩慢となり
、完了するのに数ミリ秒を要し得る。しかしながら、深い探索モードは、浅い探索モード
と比べてより信頼性が高いものとなり得、また特定のアプリケーションまたは状況に望ま
れ得る。
【００８２】
　[0061]深い探索モードは、本開示の一態様において、以下の付加的な特徴をさらに含み
得る。
【００８３】
　[0062]ＰＲＳ帯域幅および連続するサブフレームの数（ＮPRS）は、浅い探索モードか
らの仮説に従って設定され得る。送信アンテナ２３４の数は、ｅＮｏｄｅＢ２１０によっ
て知られ中継され得る。
【００８４】
　[0063]ＰＲＳパラメータ探索がユーザ機器のサービングセルに基づいて実行されるため
、探索ウィンドウは減少され得る。
【００８５】
　[0064]設計基準
　[0065]本開示の一態様による設計は、以下の基準に基づき得る。
【００８６】
　[0066]ユーザ機器２５０は、サービングセル信号に対してＰＲＳパラメータの探索を実
行し得る。したがって、サービングセル（ｅＮｏｄｅＢ）２１０はＰＲＳパラメータをブ
ロードキャストする。ＰＲＳが受信されていない場合、ユーザ機器２５０は、ブロードキ
ャストがこのセルに対して受信されていないことを報告する。
【００８７】
　[0067]一構成において、周波数間ハンドオーバはこの探索プロセスの間に生じない。こ
れは、ＰＲＳパラメータが周波数とともに変動し得るためにそのようになる。周波数間ハ
ンドオーバが生じる場合、探索プロセスは中止され得る。別の構成において、ミューティ
ングパターンがセル同士で異なるため、周波数内ハンドオフは、浅い探索モードでは許容
されるが、深い探索モードでは許容されない。
【００８８】
　[0068]ユーザ機器２５０は、ＬＴＥ（登録商標）の電話呼を維持するのに十分な品質の
ｅＮｏｄｅＢ２１０を備えた無線リンクを有する。
【００８９】
　[0069]探索システムの説明
　[0070]本開示の一態様は、浅い探索モードと深い探索モードとの組合せに基づき得る。
アプリオリ情報がＰＲＳパラメータのいずれにも存在しないとき、ユーザ機器２５０は、
浅い探索モードで開始し、システム帯域幅（ＳＹＳ　ＢＷ）よりも狭いかあるいは同等の
、可能なＰＲＳ帯域幅ごとに、ＨEWの仮説を持つすべてサブフレームを走査し得る。たと
えば、システム帯域幅が１０ＭＨｚである場合、ＨBW＝４は１．４ＭＨｚ、３ＭＨｚ、５
ＭＨｚ、および１０ＭＨｚのＰＲＳ帯域幅に対応する。
【００９０】
　[0071]ＰＲＳ帯域幅の仮説ごとに、Ｓ／（Ｓ＋Ｎ）が独立に、また受信チェーンごとに
推定される。Ｓ／（Ｓ＋Ｎ）が検出しきい値ＴＨDetectを超える場合、ＰＲＳはその帯域
幅に存在すると仮定される。ＰＲＳが一定の帯域幅を占める場合、その帯域幅に対するＳ
／（Ｓ＋Ｎ）、およびそれより小さなすべての部分集合もまた、検出しきい値を超え、ほ
ぼ同じとなる。したがって、ＰＲＳがより広い帯域幅に見出されると、他のより狭いＰＲ
Ｓ帯域幅は探索されない。
【００９１】
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　[0072]帯域幅の仮説は、処理利得の差を考慮するために用いられる何らかの補正係数を
用いて、Ｓ／（Ｓ＋Ｎ）に基づいてソーティングされる。次いで最高位の帯域幅が、ＰＲ
Ｓ帯域幅の候補として選択され得る。したがって、候補として選択されたサブフレームに
存在するようにＰＲＳが宣言される。ＰＲＳオケージョンの第１のサブフレームは特別に
マーキングされ、ＰＲＳオケージョンにおけるサブフレームの数は、ＰＲＳ信号が存在し
た最後のサブフレームから、１、２、４、または６の有効値となるように調整された最初
のサブフレームを減じたものになると仮説を立てられる。
【００９２】
　[0073]浅い探索は、少なくともＮshallowのＰＲＳオケージョンとなり得る一定数のＰ
ＲＳ候補（ＰＲＳが存在すると宣言されるオケージョン）が検出されるまで継続する。こ
れらのオケージョンは、ＰＲＳ帯域幅の候補セットを備え得、ＮPRSが形成されるが、こ
こで各セットはＮshallowまでのメンバー（Ｎshallowのオケージョンごとに１つ）を有し
得る。
【００９３】
　[0074]本開示の浅い探索モードの態様から、ユーザ機器２５０はまた、ＰＲＳオケージ
ョンの潜在的タイミングを決定し得る。２つの連続するＰＲＳオケージョンのいずれかが
１６０ｍｓ以内に発生する場合、ＴPRS＝１６０ｍｓとなる。他の場合、その期間は、Ｐ
ＲＳミューティングパターンによって、１６０ｍｓより大きくなることも、大きくならな
いこともある。
【００９４】
　[0075]浅い探索モードがすべての帯域幅に対して完了された後、ユーザ機器２５０は深
い探索モードを始め得る。深い探索モードは、浅い探索モードにおける検出されたＰＲＳ
オケージョンのタイミングから１６０ｍｓごとに生じるようにタイミングを調節され得る
。
【００９５】
　[0076]深い探索モードにおいて、ユーザ機器２５０は、ＣＥＲベクトルからピーク品質
を調べ、最高のピーク品質を持つ候補を選択することによって、ＰＲＳ帯域幅の候補セッ
トおよびＮPRSを絞り込み得る。さらに、深い探索モードは
【００９６】
【数１９】

【００９７】
にわたって継続し得、ここでＮ＿ｄｅｅｐは長さ１６のミューティングパターン全体がカ
バーされるように望まれる回数であり、ＴPRS,candidateは、浅い探索に由来するＰＲＳ
期間の候補である。
【００９８】
　[0077]１６０ｍｓの距離を持つ２つの連続するオケージョンが検出された場合、ＰＲＳ
期間は１６０ｍｓであり、他の場合、使用されるＰＲＳ期間は６４０ｍｓである。最大Ｐ
ＲＳ期間は１２８０ｍｓとなり得るが、ミューティングビットストリング内のビットロケ
ーションを決定するシステムフレーム番号（ＳＦＮ）は、１２８０ｍｓ期間を持つ８つの
オケージョンの後にラップアラウンドするため、ミューティングパターンの長さは、この
期間に対して１６にはなり得ない。そのため、最長の実行は、同等である８×１２８０ｍ
ｓまたは１６×６４０ｍｓのいずれかである。
【００９９】
　[0078]各ＰＲＳオケージョンにおいて、深い探索は、複数の仮説を一度に調べることに
よって、ＰＲＳ帯域幅の候補およびＮPRSのリストを絞り込む機会を有し得る。これに加
えて、深い探索はまた、１６０ｍｓごとにピークを探すことによって、ミューティングパ
ターンおよびＰＲＳ期間を決定し得る。
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　[0079]詳細な設計
　[0080]図６は、本開示の一態様による、浅い探索モードのフローチャートを示している
。
【０１０１】
　[0081]フローチャート６００は、浅い探索のための本開示の態様を示している。浅い探
索は、ボックス６０２に示すように、カウンタをゼロに、そしてフラグを偽に設定するこ
とによって、任意のサブフレームから開始し得る。ボックス６０４に示すように、すべて
のサブフレームにおいて、トーン抽出およびＳ／（Ｓ＋Ｎ）の推定が、各受信チェーンご
とに、システム帯域幅に等しいかそれより狭い各ＰＲＳ帯域幅に対して実行される。ボッ
クス６０６に示すように、各ＰＲＳ帯域幅に対し、受信チェーン全体における最大のＳ／
（Ｓ＋Ｎ）が比較のために選択される。
【０１０２】
　[0082]ボックス６０８において、推定されたＳ／（Ｓ＋Ｎ）が検出しきい値ＴＨdetect

と比較される。検出しきい値は、ブラインド探索の手順全体がサービングセルの信号に対
して実行されるという仮定に基づいて選択され得る。サービングセルのＰＲＳは－６ｄＢ
を超えるように設計されており、また－６ｄＢを超えるレンジは、処理利得が低くても良
好な精度で推定され得るため、しきい値はたとえば－６ｄＢに設定され得る。
【０１０３】
　[0083]推定されたＳ／（Ｓ＋Ｎ）がこのしきい値を超えない場合、ボックス６１０にお
いてＰＲＳはこのサブフレームに不在であると宣言され、ボックス６１２において探索は
次のサブフレームに進む。他の場合、推定されたＳ／（Ｓ＋Ｎ）の値はソーティングされ
るが、これは降順をなしても、昇順をなしてもよい。ボックス６１４において、推定され
たＳ／（Ｓ＋Ｎ）の値に対応する最大帯域幅が、ＰＲＳ帯域幅の候補セットに加わるよう
に選択される。たとえば、システム全体の帯域幅が１０ＭＨｚであり、ＰＲＳ帯域幅が５
ＭＨｚである場合、予想されることとして、１．４ＭＨｚ、３ＭＨｚ、および５ＭＨｚに
基づく推定されたＳ／（Ｓ＋Ｎ）の値はすべて、結果としてほぼ同じ値となるが、ただし
、雑音項がより大きくなるため、１０ＭＨｚに対するＳ／（Ｓ＋Ｎ）の推定値は著しくよ
り低くなる。
【０１０４】
　[0084]したがって、ＰＲＳオケージョンの開始は、ボックス６１６において変数を初期
化することによってマーキングされる。次回に、推定されたすべてのＳ／（Ｓ＋Ｎ）の値
がしきい値を下回ると、フラグが再び偽に設定され、ＮPRSの候補が、ＮPRSの有効値の影
響下で推定される。この探索は、決定ボックス６１８および経路６２０によって示すよう
に、Ｎshallowのオケージョンが検出されるまで続く。ボックス６２２に示すように、こ
の決定ループの最後に、ＰＲＳ帯域幅の候補セットおよびＮPRSが形成される。ボックス
６２２に示すように、２つの連続するオケージョンが１６０の離れたサブフレームである
場合、ＴPRS＝１６０ｍｓを決定することも可能である。他の場合、ＴPRSはこれ以上絞り
込まれ得ない。ボックス６２４に示すように、ＰＲＳ帯域幅と、可能な場合はＰＲＳ期間
（Ｔ＿ＰＲＳ）の候補セットが決定され、深い探索がこの候補ＰＲＳセットに対して実行
される。
【０１０５】
　[0085]図７は、深い探索モードのための本開示の態様によるフローチャートを示してい
る。
【０１０６】
　[0086]フローチャート７００は、浅い探索モードと同様にタイミングを推定して、深い
探索が次のＰＲＳオケージョンから始まることを示している。ボックス７０２に示すよう
に、ＰＲＳオケージョンカウンタが初期化され、アレイ（たとえば
【０１０７】
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【数２０】

【０１０８】
の）が形成され、ゼロを入力される。アレイにおけるオケージョンの次の行および列のロ
ケーションが、ボックス７０４に示すように計算される。次に、ボックス７０６に示すよ
うに、ＰＲＳ帯域幅のセットおよびＮPRSのセットからの複数の候補（例示的な構成にお
いては４つの候補）が選択される。これは、ＰＲＳ帯域幅を最初に、続いてＮPRSを選択
して実行され得る。
【０１０９】
　[0087]次いで、ボックス７０８に示すように深い探索が実行され、続いて、ボックス７
１０に示すように、ＥＡＰ検出およびピーク品質の計算が候補ごとに実行される。決定ブ
ロック７１２およびボックス７１４に示すように、ピーク品質のいずれもが検出しきい値
を超えない場合、このオケージョンはＯＦＦ（またはミューティング済み）とマーキング
され、候補セットは現状のままに保たれる。探索は次いで、経路７１６を経て次に現れる
オケージョンに進む。
【０１１０】
　[0088]他の場合、ボックス７１８に示すように、このオケージョンはＯＮとしてマーキ
ングされ、ＰＲＳオケージョンカウンタが増分される。ボックス７２０に示すように、ピ
ーク品質が比較されて、間違った候補が場合によってはセットから排除される。たとえば
、ＮPRS＝２の場合、２つのサブフレームにわたる統合が、ＮPRSのいかなる他の候補と比
較しても、より高度なピーク品質につながるべきである。
【０１１１】
　[0089]探索は、決定ブロック７２２によって示すようにＮdeepのオケージョンが検出さ
れるまで継続する。適切な数のオケージョンが到達されるまで、経路７２４が追従されて
、探索プロセスが繰り返される。適切な数のオケージョンが到達されると、ＰＲＳ帯域幅
、ＮPRSおよびＴPRSの、可能性が最も高い（最上位）候補が報告用に選択され、プロセス
が終了する（ブロック７２６）。各オケージョンにおけるミューティングビットは、ボッ
クス７０２からアレイの各列にある１の個数をカウントし、その個数を同じ列にあるゼロ
の個数と比較することによって決定され得る。その列において１の個数がゼロの個数より
も多い場合、このビットは、ビットストリングにおいてＯＮになると決定される。
【０１１２】
　[0090]それに代わって、ユーザ機器２５０は、サーバ２６などのサーバに、候補セット
を送信するか、またはさもなければ送り得、サーバは、サブフレーム内で候補ＰＲＳ期間
、ＰＲＳ帯域幅、および／またはＰＲＳオケージョン／ロケーションを決定し得る。さら
に、ユーザ機器２５０は、生の測定値、たとえば、選択されたＰＲＳ期間、ＰＲＳ帯域幅
、および／もしくはＰＲＳオケージョンオケージョン／ロケーション、または選択された
候補をサーバ２６などのサーバに送り得る。言い換えれば、信号の処理は、ＰＲＳ構成を
決定し、ユーザ機器２５０、サーバ２６、または、ユーザ機器２５０、サーバ２６、もし
くはワイヤレス通信システム内の他の処理機能の任意の組合せで実行され得る。
【０１１３】
　[0091]さらに、複数のユーザ機器２５０がそれぞれサブフレーム測定値の一部分を、サ
ーバ２６またはワイヤレス通信システム内の他のサーバに送信し得る。サーバ２６は、サ
ブフレームのこれらの部分をアグリゲートするかまたはさもなければ組み合わせて、その
サブフレーム内の候補のＰＲＳ期間、ＰＲＳ帯域幅、および／またはＰＲＳオケージョン
／ロケーションを決定し得る。処理、受信、およびＰＲＳ決定は、本開示の範囲から逸脱
することなく、ワイヤレス通信システム内においてユーザ機器２５０とサーバ２６との間
で分散され得る。
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【０１１４】
　[0092]図８は、本開示の一態様による、確認モードを表すフローチャートを示している
。
【０１１５】
　[0093]フローチャート８００は、確認モードの論理的経路を示しており、この確認モー
ドとは、アプリオリＰＲＳ情報がユーザ機器２５０で利用可能となるモードを指す。一例
として、ブロック８０２は、いつユーザ機器２５０が１つのセル上でＰＲＳ情報を探索お
よび発見し、次いで周波数内ハンドオーバをなすかを示している。ユーザ機器２５０は、
かなりの確実性を伴ってＰＲＳパラメータに関するこの知識を利用し得、したがって、既
知のＰＲＳパラメータを探索パラメータとして使用する深い探索モードのみを採用する。
【０１１６】
　[0094]ブロック８０４は、ＰＲＳオケージョンカウンタおよび検出器パラメータをゼロ
に初期化する。ユーザ機器２５０が、そのサービングセルのミューティングパターンの知
識を有しているかどうかにかかわらず、ブロック８０６は、次に現れるＰＲＳオケージョ
ンが既知のミューティングパターンによってＯＦＦオケージョンとしてフラグを設定され
ている場合でも、ユーザ機器２５０がそのＰＲＳオケージョンに対して深い探索を計画す
ることを示している。その理由は、ＰＲＳミューティングパターンが、たとえば、新しい
ピコセルおよび／または他のネットワークの発展の導入に伴って、ネットワークにおいて
時々変化し得るということである。またＰＲＳオケージョンカウンタがブロック８０６に
おいて増分される。
【０１１７】
　[0095]ブロック８０８～８１４は、ユーザ機器２５０がミューティングパターンストリ
ング全体のＮverify回のスイープでＰＲＳオケージョンを検出するためのタイマーを有す
ることを示している。たとえば、Ｎverify＝２は、最大長１６のミューティングパターン
の２回のスイープで２つのＰＲＳオケージョンを検出することを意味する。ＰＲＳがブロ
ック８０８で検出されない場合、制御はブロック８１４に移り、ここで、Ｎverify×Ｔ＿
ＰＲＳ／１０の値とＰＲＳオケージョンカウンタの値とが比較される。ＰＲＳオケージョ
ンカウンタがＮverify×Ｔ＿ＰＲＳ／１０よりも大きいかまたはそれに等しい場合、深い
探索はブロック８１６において中止され、ブラインド探索が開始されて、浅い探索が始ま
る。既知のＰＲＳ情報が削除される。これは、タイマーが期限切れになったときに生じる
。
【０１１８】
　[0096]タイマーが期限切れになっていない（ブロック８１４：はい）場合、別の深い探
索でＰＲＳの位置特定を試みるために、プロセスはブロック８０６に戻る。
【０１１９】
　[0097]ＰＲＳがブロック８０８で検出された場合、ブロック８１０は、ＰＲＳオケージ
ョン検出器が増分され、制御がブロック８１２に移ることを示す。ブロック８１２は、ユ
ーザ機器２５０がＮverifyのＰＲＳオケージョンを正常に検出するかどうかを決定する。
検出しない場合、プロセスはブロック８１４へと流れる。同様に、ＰＲＳがブロック８０
８で検出されない場合、プロセスはブロック８１４へと流れる。
【０１２０】
　[0098]ブロック８１２で、十分なＰＲＳオケージョンが検出されたと決定された場合、
プロセスはブロック８１８に進む。ブロック８１８において、決定ブロックは、ＰＲＳパ
ラメータが存在するかどうかを決定する。それらが存在する場合、制御はブロック８２４
に移る。そうでない場合、制御はブロック８２０に移る。ブロック８２４および８２６に
て、これらＮverifyのオケージョンから抽出されたＰＲＳパラメータが初期の仮定と異な
るかどうかが決定される。異なる場合、ブロック８２８でユーザ機器は深い探索モードに
入り、ＰＲＳパラメータを改良する。
【０１２１】
　[0099]Ｎverifyのオケージョンを検出することが成功し、ＰＲＳオケージョンから抽出
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されたＰＲＳパラメータが初期の仮定と同じである（ブロック８２６：はい）場合、ユー
ザ機器２５０は制御をブロック８２０に移す。ブロック８２０において、ＰＲＳオケージ
ョンが、ＰＲＳ期間の一部分にわたって深い探索における数（Ｎ＿ｄｅｅｐ×Ｔ＿ＰＲＳ
／１０）よりも多いかまたはそれに等しい場合、制御はブロック８２２に移り、ここでユ
ーザ機器は、ミューティングパターンストリング全体のスイープを進めて、サービングセ
ルのミューティングパターンを見つけ出す。
【０１２２】
　[00100]ハンドオーバ割込み
　[00101]本開示による浅いまたは深い探索が進行中である間に周波数間ハンドオーバが
生じた場合、探索は中止され得、情報または候補セットは保存され得ない。
【０１２３】
　[00102]本開示による浅い探索が進行中である間に周波数内ハンドオーバが生じた場合
、すべてのパラメータに対する候補セット、およびここまでのハンドオーバより前の検出
されたＰＲＳオケージョンの数が履歴として記憶され得、ユーザ機器２５０は、周波数内
ハンドオーバが完了した後に、保存された履歴に基づいて浅い探索を継続し得る。
【０１２４】
　[00103]本開示による深い探索が進行中である間に周波数内ハンドオーバが生じた場合
、すべてのパラメータに対する候補セットが保存され得る。カウンタおよびミューティン
グパターンのデータベースが再設定され得、これによって深い探索が事実上、再開される
。
【０１２５】
　[00104]図９は、本開示の一態様によるミューティングパターン決定の一例を示してい
る。６４の列９０２と３つの行９０４とを有するアレイ９００は、ＮDeep＝１９２に対応
する。３という数は、ミューティングシーケンス全体が探索される回数に対応する。６４
という数は、ワーストケースシナリオで１６０ｍｓ単位におけるＰＲＳオケージョンの最
大数である。このアレイは、「無関係（don't care）」の値（「Ｘｓ」で表される）で初
期化される。深い探索が最初に開始されるとき（これはシステムフレーム番号（ＳＦＮ）
＝５０でなされ得る）、探索は、第１の行９０４および第４の列９０２に対応し得、これ
はフレーム番号９０６で示される。深い探索は引き続きアレイ９００に対処し、アレイ９
００の各要素に、ＯＮ状態（ＰＲＳ信号が存在する）に対応する「１」もしくは他のイン
ジケータ、またはＯＦＦ状態（ＰＲＳ信号が存在しない）に対応する「０」または他のイ
ンジケータをマーキングする。１０２４の無線フレームの全範囲が３回（３つの行９０４
に対応する）走査される。最後に、３つの行９０４は、列９０２の各々に対して多数決を
取ることによって、１つのビット行にまとめられる。たとえば、探索の始点に対応する列
９０８において、深い探索はＯＮ状態を２回（要素９０６における第１の走査と要素９１
０における第２の走査において）、ＯＦＦ状態を１回（要素９１２に対応する第３の走査
において）検出しており、そのためＳＦＮ＝５０に対する最終決定は「１」またはＯＮと
なる。次いで、最終のビットストリングがミューティングシーケンスおよびＰＲＳオケー
ジョン期間を決定する。
【０１２６】
　[00105]図１０は、種々のシステム帯域幅のオプションと関連づけられるパイロットを
示す説明図１０００を示している。２０ＭＨｚのシステム帯域幅のオプションは、それぞ
れ１２のパイロットで１００のＲＢを有し、図１０において１２００のパイロットの全範
囲を使用する。ＰＲＳ検出用の一構成は、図１０において１０１２で示される、６ＲＢの
最小ＰＲＳ帯域幅の仮説で開始して、ＰＲＳを連続的に探索する。ＰＲＳ検出は、Ｓ／Ｓ
＋Ｎの計算およびしきい値処理に基づき得る。ＰＲＳが、より低い帯域幅のオプションに
対して検出される場合、アルゴリズムは、システム帯域幅とマッチするＰＲＳ帯域幅の仮
説を含むまで、次のより高いＰＲＳ帯域幅の仮説に移動する。
【０１２７】
　[00106]Ｓ／Ｓ＋Ｎを計算するためにより高いＰＲＳ帯域幅に割り当てられたすべての
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ＲＢを使用する代わりに、アルゴリズムは、近隣のより低いＰＲＳ帯域幅の仮説と重複し
ない外側のＲＢのみを使用し得る。たとえば、外側の９のＲＢ（１０１０）のみを使用し
、中心の６のＲＢ（１０１２）を除外して、３ＭＨｚのＰＲＳの仮説がテストされる。Ｐ
ＲＳ帯域幅が３ＭＨｚ以上である場合、このＰＲＳ帯域幅の仮説のＳ／Ｓ＋Ｎは、１．４
ＭＨｚの仮説のＳ／Ｓ＋Ｎと同等になると予想される。しかしながら、ＰＲＳ帯域幅が実
際に１．４ＭＨｚであった場合、外側の９のＲＢは雑音またはランダムデータを含むため
、３ＭＨｚのＰＲＳ帯域幅の仮説のＳ／Ｓ＋Ｎの値は、１．４ＭＨｚの仮説よりもかなり
低くなる。同様に、５ＭＨｚのＰＲＳ帯域幅の仮説は３ＭＨｚを中心とする外側の１０の
ＲＢ（１００８）のみを使用し、１０ＭＨｚの仮説は５ＭＨｚを中心とする２５の外側の
ＲＢ（１００６）のみを使用し、１５ＭＨｚの仮説は１０ＭＨｚを中心とする外側の２５
のＲＢ（１００４）のみを使用し、２０ＭＨｚの仮説は、１５ＭＨｚを中心とする２５の
外側のＲＢ（１００２）を使用することになる。
【０１２８】
　[00107]ハードウェア実装例
　[00108]図１１は、位置特定システム１１１４を採用する装置１１００のためのハード
ウェア実装形態の一例を示す図である。位置特定システム１１１４は、バス１１２４によ
って概略的に表されるバスアーキテクチャを用いて実装され得る。バス１１２４は、位置
特定システム１１１４の特定の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互
接続するバスおよびブリッジを含み得る。バス１１２４は、プロセッサ１１２６、送信モ
ジュール１１０２、受信モジュール１１０４、同期モジュール１１０６、およびコンピュ
ータ可読媒体１１２８によって表される、１つまたは複数のプロセッサおよび／またはハ
ードウェアモジュールを含む様々な回路を互いにリンクする。バス１１２４はまた、タイ
ミングソース、周辺機器、電圧調整器、および電力管理回路など、様々な他の回路をリン
クし得るが、これらの回路は当技術分野においてよく知られており、したがって、これ以
上は説明されない。
【０１２９】
　[00109]本装置は、トランシーバ１１２２に結合された位置特定システム１１１４を含
む。トランシーバ１１２２は、１つまたは複数のアンテナ１１２０に結合される。トラン
シーバ１１２２は、伝送媒体を通じて様々な他の装置と通信するための手段を提供する。
位置特定システム１１１４は、コンピュータ可読媒体１１２８に結合されたプロセッサ１
１２６を含む。プロセッサ１１２６は、コンピュータ可読媒体１１２８上に記憶されたソ
フトウェアの実行を含む、一般的な処理に関与する。ソフトウェアは、プロセッサ１１２
６によって実行されたとき、位置特定システム１１１４に、特定の装置のための上述した
様々な機能を実行させる。コンピュータ可読媒体１１２８はまた、ソフトウェアを実行す
るときにプロセッサ１１２６によって操作されるデータを記憶するためにも使用され得る
。
【０１３０】
　[00110]送信モジュール１１０２、受信モジュール１１０４、および同期モジュール１
１０６は、プロセッサ１１２６中で動作するか、コンピュータ可読媒体１１２８中に常駐
する／記憶されたソフトウェアモジュールであるか、プロセッサ１１２６に結合された１
つまたは複数のハードウェアモジュールであるか、またはそれらの何らかの組合せであり
得る。位置特定システム１１１４は、ユーザ機器２５０の構成要素、および／またはアク
セスポイント２１０の構成要素であり得、メモリ２４２、２７２、および／またはコント
ローラ／プロセッサ２４０、２７０を含み得る。
【０１３１】
　[00111]一構成において、本開示による装置は、入力信号の各サブフレームの所定の位
置におけるＰＲＳピークおよび／またはＳ／Ｓ＋Ｎのエネルギー応答を推定するための手
段を含む。本開示の一態様において、推定する手段は、推定する手段によって具陳された
機能を実施するように構成された装置１１００のユーザ機器２５０、メモリ２７２、コン
トローラ／プロセッサ２７０、および／または位置特定システム１１１４であり得る。こ
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の構成において、装置はまた、推定されたＰＲＳピークエネルギー応答に少なくとも部分
的に基づいてＰＲＳパラメータをブラインド検出するための手段を含む。本開示の一態様
において、検出する手段は、検出する手段によって具陳された機能を実施するように構成
された装置１１００のユーザ機器２５０、メモリ２７２、コントローラ／プロセッサ２７
０、および／または位置特定システム１１１４であり得る。別の態様において、上述の手
段は、上述の手段によって具陳された機能を実施するように構成された任意のモジュール
または任意の装置であり得る。
【０１３２】
　[00112]フローチャート
　[00113]図１２は、本開示の一態様による方法１２００を示すフローチャートである。
ブロック１２０２において、ＰＲＳエネルギーが、入力信号の各サブフレームの所定のロ
ケーションにおいて推定される。ブロック１２０４において、ＰＲＳパラメータが、推定
されたＰＲＳエネルギーに少なくとも部分的に基づいてブラインド検出される。ＰＲＳエ
ネルギーは、ＰＲＳピークエネルギー応答および／またはＳ／Ｓ＋Ｎエネルギーであり得
る。
【０１３３】
　[00114]さらに、本明細書の開示に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モ
ジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、ハードウェア、ソフトウェア／ファー
ムウェア、またはそれらの組合せとして実装され得ることを、当業者は諒解されよう。ハ
ードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、
ブロック、モジュール、回路、およびステップが、概してそれらの機能に関して上記で説
明されている。そのような機能性がハードウェアとして実装されるか、またはソフトウェ
アとして実装されるかは、システム全体に課される特定のアプリケーションおよび設計制
約に依存する。当業者は、説明した機能性を特定の適用例ごとに様々な方法で実装し得る
が、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈すべきではな
い。
【０１３４】
　[00115]本明細書の開示に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、
および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積
回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプロ
グラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要
素、あるいは本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せ
を用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、
代替では、プロセッサは任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ
、またはステートマシンであり得る。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合
せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、Ｄ
ＳＰコアに関連する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような
構成としても実施され得る。
【０１３５】
　[00116]本明細書で開示される実施形態に関連して説明される方法またはアルゴリズム
のステップは、ハードウェアで直接的に、プロセッサによって実行されるソフトウェアモ
ジュールで、またはその２つ組合せで実施され得る。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ
メモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標
）メモリ、相変化メモリ（ＰＣＭ）、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク
、ＣＤ－ＲＯＭ、または当技術分野で知られている任意の他の形態の記憶媒体中に常駐し
得る。例示的記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を
書き込むことができるようにプロセッサに結合される。代替実施形態では、記憶媒体はプ
ロセッサと一体であり得る。プロセッサおよび記憶媒体はＡＳＩＣ内にあり得る。ＡＳＩ
Ｃはユーザ端末内にあり得る。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中
の個別構成要素として存在し得る。
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【０１３６】
　[00117]１つまたは複数の例示的な設計では、説明した機能は、ハードウェア、ソフト
ウェア／ファームウェア、またはそれらの組合せで実装され得る。ソフトウェア／ファー
ムウェアで実装した場合、機能は、１つもしくは複数の命令もしくはコードとしてコンピ
ュータ可読媒体上に記憶されるか、またはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。
コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可
能にする任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体とコンピュータ通信媒体の両方を含む
。記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の入手可能な
媒体であり得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、
ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、または他の光ディスクストレージ、磁気ディスク
ストレージまたは他の磁気記憶デバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望の
プログラムコード手段を搬送または格納するために使用され得、汎用もしくは専用コンピ
ュータ、または汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る任意の他の媒体を
備え得る。さらに、任意の接続がコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソ
フトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、撚線対、デジタル加入者線（ＤＳＬ
）、または赤外線、無線、マイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、
サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケー
ブル、撚線対、ＤＳＬ、または赤外線、無線、マイクロ波などのワイヤレス技術が、媒体
の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク（disk）およびディスク（disc）は、コ
ンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）（disc）、光ディス
ク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディ
スク（disk）、およびｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク（disc）を含み、ディスク（
disk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）は、データをレーザーで光
学的に再生する。上述の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
【０１３７】
　[00118]本開示についての以上の説明は、いかなる当業者でも本開示を作成または使用
することができるように与えたものである。本開示への様々な修正は当業者には容易に明
らかになり、本明細書で定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱すること
なく他の変形形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および
設計に限定されるものではなく、本明細書で開示した原理および新規の特徴に合致する最
も広い範囲を与えられるべきである。
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